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【基本方向２】
県民が安心して暮らせる
活力ある地域の創出

【基本方向３】
「農」の恵みによる健康
で豊かな暮らしの充実

ひょうご農林水産ビジョン2030施策体系表における位置づけ
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【基本方向１】
基幹産業として持続的に
発展する農林水産業の展
開

１  スマート化による新しい農林水産業の実現

２  多様性と都市近郊の立地を活かした力強い農業の展開

３  需要に応じた高品質な畜産物の生産力の強化

４  木材利用の拡大と資源循環型林業の推進

５  豊かな海と持続的な水産業の実現

６  農林水産物のブランド力強化と生産者所得の向上

７  食の安全を支える生産体制の確保

８  特色を活かした活力ある地域づくりの推進

９  農山漁村の防災・減災対策の推進

10  豊かな森づくりの推進

11  食と｢農｣に親しむ楽農生活の推進

12 ｢農｣と多様な分野との連携強化

13  県民への農林水産物の安定供給と県産県消の推進

3
【めざす姿】 【基本方向】 【推進項目】

：資料に掲載している施策項目
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１   農業協同組合（農協）の概要

農協は、農業者の経済的・社会的地位を守り、農業と農村の発展を図るために相互扶助の精神で組織されたもの

で、農業協同組合法によって法的に整備

地域の総合農協を基盤に各事業ごとの連合会がサポートする全国的ネットワークを形成

経営全体を中央会、経済事業（購買・販売など）を全農、信用事業（金融サービス）を信連及び農林中央金庫、

共済事業（保障サービス）を共済連、組合員や地域住民の健康づくりを厚生連がバックアップする

〇農協系統組織

全国中央会
(全国農業協同組
合中央会)

県中央会
(兵庫県農業協同
組合中央会)

〔地域レベル〕

①単位農協
農業者が組合員と
なる自主的な協同
組織

〔県レベル〕

②連合会
農協の事業活動
をサポート

〔全国レベル〕

②連合会

県信連
(兵庫県信用農業
協同組合連合会)

農林中央
金庫

全 農
(全国農業協同
組合連合会)

兵庫県本部
全国本部

共済連
(全国共済農業協
同組合連合会)

兵庫県本部
全国本部 全厚連

(全国厚生農業協
同組合連合会)

厚生連
(兵庫県厚生農業
協同組合連合会)

１⃣ 総 合 農 協 14 
営農指導、経済、信用事業等を総合的に実施

２⃣ 専門農協 18
酪農等特定の事業を

中心に活動

各種専門連

各種全国専門連

(1) 農協とは

(2) 組織体制
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〇県内農協分布図

たじま

ハリマ

あわじ島

淡路日の出

丹波ひかみ

丹波ささやま

兵庫六甲

兵庫西

相生市

みのり

兵庫南

あかし加古川市南

14の総合農協が県内全体をカバーし、総組合員は506,883人と県人口の10分の１

組合
兵庫
六甲

あかし 兵庫南
加古川
市南

兵庫
みらい

みのり 兵庫西

区
域

神戸市
尼崎市
西宮市
芦屋市
伊丹市
宝塚市
川西市
三田市
猪名川町

明石市 明石市
加古川市
高砂市
稲美町
播磨町

加古川市 三木市
小野市
加西市

西脇市
三木市
加東市
多可町

姫路市
たつの市
太子町
相生市
赤穂市
神河町
市川町
福崎町
宍粟市
上郡町
佐用町

組合 相生市 ハリマ たじま
丹波

ひかみ
丹波さ
さやま

淡路
日の出

あわじ
島

区
域

相生市 宍粟市 豊岡市
養父市
朝来市
香美町
新温泉町

丹波市 丹波篠山
市

洲本市
淡路市

南あわじ
市

※下線市には複数の農協の管轄区域が存在

(3) 県内の総合農協

組
合
員
数

総 127,207 10,557 65,939 13,442 28,156 36,840 105,264

正 30,056 1,315 13,906 1,812 15,147 14,963 44,261

准 97,151 9,242 52,033 11,630 13,009 21,877 61,003

組
合
員
数

総 3,730 9,010 44,818 24,579 11,025 17,142 9,174

正 358 6,520 19,033 15,586 7,488 9,547 5,302

准 3,372 2,490 25,785 8,993 3,537 7,595 3,872

※1 正組合員：農業者であることなどが条件で、耕作面積や農業従事日数など農協ごとに定款で規定。総会での議決権や役員の選挙権を有する
※2 准組合員：一定の出資金を払えば組合に加入でき、正組合員と同じように農協の事業を利用できるが、総会での議決権や役員の選挙権は無い

兵庫みらい
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農協は、地域に根ざした協同組合として、営農指導事業、経済事業、信用事業、共済事業、生活関連事業という

多様な事業展開による総合力を発揮し、 「持続可能な地域農業の確立と農業所得の増大」、「 豊かで暮らしやす

い地域共生社会の持続的発展」を推進

事業名 内 容

①営農指導事業
「営農振興計画」に基づき、営農指導員を中心に、組合員や生産部会等の生産技術や経
営力の向上を支援するとともに、特産品の振興、スマート農業や環境と調和した農業の
拡大を推進

②経済事業

購買事業
肥料・農薬などの生産資材や暮らしに
必要な生活物資を農協が共同購入して
組合員に安定的に供給

販売事業
組合員が生産した農産物を
農協が共同集荷・販売
近年直売所で青果物などの販売が堅調

加工事業 精米、漬物、食肉など組合員が生産した農畜産物を加工

利用事業
ライスセンター、青果等の選別施設、育苗施設など
共同利用に供する施設を整備・運営

赤穂ライスセンター（JA兵庫西）

(4) 農協の事業

287 270 261 249 264 254 253

634 618 605 599 630 612
696

0

200

400

600

800

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(億円)

(年度)

購買 販売

〇購買品・販売品取扱高の推移
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県内農協の部門別損益を見ると、信用・共済事業

の黒字で農業関連事業の赤字を補う収支構造となっ

ており、全国的にも同様の傾向

 今後、人口減少等に伴い、信用・共済事業の収益

悪化が懸念される中、経済事業の収支改善（経営支

援機能の強化、共同利用施設の統合や手数料の見直

しなど）が課題

事業名 内 容

③信用事業
組合員から貯金を預かる一方、
それを原資として組合員の
生活資金や農業資金を貸付

④共済事業
組合員が掛金を出し合い、病気、事故、火災などのリスクに備える相互扶助の仕組で、
生命、建物、自動車等の共済業務により、組合員の生活設計に応じた保障を提供

⑤生活関連事業
市町と連携した健康診断、介護福祉、保育、葬儀事業、ガソリンスタンド運営、不動産
業等、地域の実情に応じた暮らしの支援サービスを提供

(5) 事業部門別損益の状況

5.89 6.03 6.00 
6.39 6.42 6.37 6.27 

1.17 1.19 1.00 1.25 1.28 1.29 1.30 

0
1
2
3
4
5
6
7

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(兆円)

(年度)

貯金 貸出金

〇貯金と貸出金の推移

（単位：百万円）
1,337 

267

△ 182
△ 115

△ 189

1,119 
1,206 

289

△ 181
△ 95

△ 190

1,030 

△ 200

0

200
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1,000

1,200

1,400

令和５年度

令和６年度

〇部門別損益の状況（１組合あたり平均）

経済 生活 営農

信用 共済 計



Hyogo Prefecture

Ⅰ 農業協同組合の運営指導 8
２ 農協に対する県の指導・監督

県は、農協法等の法令や国の監督指針に基づき、農協の法令等遵守態勢や経営状況等に関する指導・監督を実施

県中央会等との意見交換や農協からの業務報告、各種調査、早期警戒制度※の運用等を通じて状況を把握し、法令違反

や不祥事件の未然防止を図るとともに、経営の健全性の確保と継続的な改善の取組に関して必要な助言・対話を行う

３つの方針
の決定

３つの方針に
基づき実践

取組の評価・
意向を把握

評価等をふまえ
取組を改善

●自己改革実践サイクルとは

農協が、①農業所得の増大のための方針、②収支見通しを
踏まえた業務改善方針、③組合員の意思反映方針を盛り込ん
だ「自己改革工程表」を作成・実践し、その結果を評価して
次期計画に反映させる継続的な改善・実践の仕組

平成30年度から、農協法が定める農協の自己改革に係る３つの方針とその取組状況に関する協議の場（農協との対話）

を設け、農協改革の原点に立って自律的な自己改革の継続及び強化を促進

令和６年度からは、毎年全ての農協を訪問し、役職員との「対話」と部課長職員との「意見交換」を隔年で実施

なお、令和７年９月に、本県では７年ぶりとなる国による直接対話を兵庫西農協で開催

(1) 農協との対話

JAあかし、県との対話（R7.12.19）

※早期警戒制度：収益性等、信用リスク、市場リスク、流動性リスクの４指標によるモニタリングを行い、早めの経営改善を促す仕組
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項目 着眼点 取組の方向性 主な事例

方針１⃣
自己改
革の実
践

農業所得の
増大につな
がる農協の
取組及び
KPIが適切
に設定され
ているか

・農作物ブランド化
・国内外の販路拡大
・直売所の機能強化
・共同利用施設の整

備・集約
・スマート農業推進
 （実証実験･貸出）
・農作業受託
・農機レンタル
・農福連携の推進
・肥料等の受発注シ

ステム整備
・助成金・農業融資
・営農指導・経営支

援機能強化

＜たじま農協＞
〇コウノトリ育むお米の振興

・慣行栽培米と比較して高い農家精算価格
減農薬米：1.16倍 
無農薬米：1.51倍

・直接販売米の取扱高は18年で倍増
約８億円に

＜ハリマ農協＞
〇特別栽培米「ちくさの舞」「みかたの舞」

・宍粟市と連携した積極的なPRと販路開拓
新規開拓先：R6目標2件→実績3件
R5：宍粟市ブランド認定
R6：ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｰﾄﾞ･ｾﾚｸｼｮﾝ

グランプリ受賞

＜兵庫六甲農協＞
〇「三田ビーンセンター」の整備

・さや取り・選別・袋詰めなどを機械化し
た施設を整備し、黒大豆枝豆の早生品種
を「六甲黒ゆたか」としてブランド化
（栽培面積 R3：45ha→R6：71.9ha）

＜丹波ささやま農協＞
〇ドローン防除の実証実験

・農作業の効率化を目指し、ドローンによる肥料
や農薬散布の実証実験（R7：５圃場、1.2ha）

＜加古川市南農協＞
〇農機レンタルの拡充

・農業生産コスト低減のため、農機レンタルの利
用を促進（R3：185件→R6：245件）

方針２⃣
中長期
の収支
見通し

向こう５年
の収支見通
しを踏まえ
た経営基盤
強化策が適
切に設定さ
れているか

・貯金確保（相続相
談、投資対応）

・金融と営農の連携
・奨励金見直しにか

かる有価証券運用
と貸出金の拡大

・支店統廃合・店舗
効率化と人員削減

・RPA、デジタル化
による業務縮減

＜兵庫西農協＞

方針３⃣
組合員
の意思
反映

意思反映の
仕組が適切
に機能して
いるか

・組合員アンケート
・モニター制度
・理事や地域委員に

准組合員選任

＜たじま農協＞
〇理事に准組合員（27名中３名）を選任
〇各支店開催の地域ふれあい委員会の委

員に准組合員を選任

＜兵庫みらい農協＞
〇地域ふれあい委員会（14の各支店ごとに年１回実施）
〇直売所消費者モニター会（６回）実施

（正・准組合員、員外利用含む幅広い意見を聴取）

その他の項目 地域計画・新規就農支援、コノホシ栽培、人材確保（中途採用強化、給与等改善）、女性活躍（役員・管理職への登用）等

基幹支店 23支店
サテライト支店 33支店
通常支店 ６支店

（令和3年） （令和8年）

通常支店 62支店

55業務（本店定例PC業務）
の自動化により
約2,920時間の業務削減

令和元年導入 令和６年

通常支店10名⇒ サテライト支店４名体制
▲6名× 33支店＝ 約200名減員が可能

※基幹支店：総合業務（貯金・融資・共済）、渉外担当者を集約
サテライト支店：融資・共済を基幹支店へ集約し、貯金業務に特化。最小要員にて運営

②RPAツール導入①支店機能統合

効
果

効
果

〇農協との対話における協議内容
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（令和7年５月１6日（金））

(2) コ・ノ・ホ・シ＜ひょうごの水稲オリジナル高温耐性品種＞の開発

３ 農協との連携

(1) 農林水産部と農協との意見交換

毎年５月に、県農政の円滑な推進と農協との連携強化を図るため、農林水産部幹部職員と農協系統連合会幹部及び総合

農協組合長との意見交換会を実施

＜R7.5.16 意見交換会＞

・平成28年度から共同研究契約を結び、水稲オリジナル品種の開発を開始

・農協を通じた作付の拡大（R7作付面積：145.9ha ⇒ R8計画：1,500ha）

・令和７年９月に兵庫みらい農協にて合同での出荷式を開催

・今年度はコープこうべ等で販売しており、来年度以降、農協直売所での

販売も検討

＜R7.9.22 出荷式＞

①R7県主要施策説明項目（抜粋）

・地域計画の実現に向けた取組 新規就農者の定着促進・育成

・ひょうご農村RMOの推進 有機農業をはじめとする環境創造型農業の取組拡大

・農業生産基盤の整備 水稲温暖化対応種子産地支援事業

・産業構造転換支援（共同利用施設の再編集約） スマート農業活用イノベーション事業

②意見交換項目

・コメ生産・流通に関すること

・農作業のマッチング支援

③JAグループからの要望

・スマート農業のインフラ整備支援

・兼業農家への支援
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（令和7年５月１6日（金））

総合農協【営農指導員 306人】

   〇営農相談、生産振興（基本的な栽培技術、経営指導）

   〇事業サービスの提案（生産資材調達、販売先確保等）

連携

助言

農業改良普及センター【普及指導員 179人】

   〇スペシャリスト機能（栽培技術、経営高度化等）

   〇コーディネート機能（新規就農、集落営農育成等）

(4) 共済連兵庫県本部からの寄贈

共済連兵庫県本部より、将来の農業の担い手育成のための支援として、全国本部の「地域・農業活性化積立金」を

活用した農業機械等の寄贈を受けている

《支援実績（H28～R6）》 ①対象：農業大学校、農業系県立高校11校、楽農生活センター

②内容：農業実習等に必要な機械・農機具・設備等（総額148,726千円）

＜農大飼育管理用クーラー＞

〇令和７年度の寄贈品目

寄贈先 寄贈品目 価格 備考

農業大学校 ・飼育管理用クーラー １機
2,138

千円

・肥育牛の飼育環境の快適化
（アニマルウェルフェア）と
飼育環境が肥育に与える影響
に関する研究に活用

農業系高校
・ラジコン草刈り機 ２台
・高所作業車 １台
・電動刈払い機 30台

11,725
千円

・スマート農業機器を活用した
実習環境の充実

・県内農業系高校全体での共同
利用（バンク方式）

(3) 営農指導員の資質向上

営農指導及び経済事業の充実・強化を通じて農協が地域農業の発展に貢献できるよう、県

中央会の相談・コンサルティング機能を強化するとともに、営農指導員養成研修や成果発表

会の開催を支援する農業団体事業推進費補助事業（6,240千円）を実施

農協の営農指導員と県の普及指導員との連携・協力体制を推進
＜営農指導員による成果発表会＞
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制度資金（公庫）

105億円 83%

制度資金（農協等）

5.4億円 4%

独自資金（農協等）

16.2億円 13%

12
１ 農業金融の概要

Ⅱ 農業金融

(1) 農業経営の特性

公庫資金

日本政策金融公庫が財政投融資資金等を
原資に長期・低利で融資
ex.スーパーL資金等

債務保証

農協系統等融資

農協系統や銀行等の預貯金を原資とする
融資
ex.農業近代化資金、美しい村づくり資金等

農協等融資

 農協等金融機関が預貯金を原資に融資
ex.アグリマイティー資金等

兵庫県農業信用基金協会が債務保証
農業経営者の信用力を補完し、
融資を円滑化

(2) 農業金融における政策的支援（制度資金・信用補完）

農業経営は他産業と比べて、地勢、天候等による生産条件の制約（生産調整が不可能）
や自然災害及び疫病（病害虫、家畜伝染病）等によるリスク、提供できる担保（農地等）
の非汎用性から、従来、市中金融機関による農業融資は低調

農業経営の発展を図るため、公的資金を活用した長期・低利の資金（＝制度資金）、民
間融資に対する債務保証（信用補完）により支援

県では、直接融資は行わず、市町との連携による利子補給や県農業信用基金協会への補
助等により、農業者への資金融通を支援するとともに、県信連と連携した説明会の開催や
案内リーフレットの作成等を通じて農業金融への理解を促進

独自資金（農協等）

県

利子補給

補助・出資

〇本県の農業融資の状況
（R6融資総額：126.6億円）

公庫融資

日本政策金融公庫が財政投融資資金等を
原資に融資 ex.スーパーL資金等

農協等融資

農協等金融機関が預貯金を原資に融資
ex.農業近代化資金、美しい村づくり資金等

農業制度資金（国・県）

県農業信用基金協会

農業経営者の信用力を補完し、融資
を円滑化

※公庫・農協以外の金融機関を除く
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２ 農業制度資金

区分
①スーパーＬ資金

（日本政策金融公庫）
②スーパーＳ資金

（農協等）
③農業近代化資金

（農協等）
④美しい村づくり資金

（農協等）

資金使途等

農業経営改善計画達成に必要な
長期資金、施設や機械の取得、
長期運転資金等に幅広く利用で
き、大口の資金需要にも対応

農業経営改善計画の達成に必要
な短期運転資金（基金協会が造
成した低利預託基金を貸付原資
の一部とする融資）

農舎、ハウス、農機具、家畜の
購入等、農業経営の改善（近代
化）に資する資金

兼業農家を含む農業者全般に対
し、農業生産の基盤整備、運転
資金、災害復旧など、農業者の
幅広いニーズに対応する資金

貸付対象 認定農業者 認定農業者 認定農業者・主業農家等 農業者、農業者の組織する団体

融資枠 融資枠を一元化し、総額36.5億円

貸付限度額

個人３億円 （特認６億円）

法人10億円 （特認30億円）

極度貸付方式 ※1

個人   500万円 （2,000万円）
法人 2,000万円（8,000万円）

上記（ ）内は畜産・施設
園芸を含む場合の上限額

個人 1,800万円（特認２億円）

法人等 ２億円
農協等共同利用施設資金
15億円

個人  1,000万円

法人等 2,000万円

償還期間 25年以内（据置10年以内） １年以内 7-20年以内（据置2-7年以内） 5-15年以内（据置1-2年以内）

支援内容
市町と協調して、15年間0.5％
利子補給(県は0.25％)

国と協調して、基金協会が基金
造成するための借入資金の1/2
ずつに対し0.77％利子補給

国制度に基づき、県は農協等に
対し1.25％利子補給

農協等の協力(0.5％)を求めた
上で、県は農協等に対し0.75％
利子補給

貸付利率
R8.1.20

1.05～2.00％
（償還期間により異なる） 1.90％ 2.50％ 2.50％ ※2

R6融資実績 102件、4,436,794千円 ※3 ９件、79,638千円 79件、542,484千円 １件、3,000千円

R6利子補給
実績 ※4

119件、4,072,826円 ９件、103,214円 475件、14,193,709円 78件、1,552,751円

※１ 契約で定める上限額の範囲内で随時借入・返済を行う方式
※２ 集落営農組織による生産基盤整備や農業法人（設立後５年以内）の営農活動にかかる資金は、2.00％（県が1.25％利子補給）
※３ 償還期間５年未満で、国による５年間の無利子化措置(2％上限)が講じられたものは除く
※４ R6.12.31までに融資実行された資金にかかる実績（R5以前の貸付分含む）

(1) 制度資金の概要
県が支援する農業制度資金は認定農業者等の担い手向け資金と担い手以外も含めた農業者向け資金がある

県独自制度
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3,573

百万円
2,026

百万円

4,385

百万円

6,264

百万円
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融資額

件数

14
農業者の高齢化等による投資意欲の減退があるものの、

認定農業者を中心に大規模な設備投資等に伴う資金需要

が存在

近年の融資実績は、大口の融資案件に左右されつつ、

建築資材や素牛等の価格高騰の影響を受けて伸長

今後、金利上昇局面が継続し、長期・低利の制度資金

の需要が高まると見込まれることから、引き続き農業者

の資金需要の動向を注視していく

Ⅱ 農業金融

(2) 融資実績

全ての農業者の幅広いニーズに対応する本県独自の制

度資金（美しい村づくり資金）を活用し、災害等による

被害を受けた農業者を機動的に支援

社会的な影響が甚大であるなど知事が特に必要と認め

る場合は、当初３年間無利子などの上乗せ措置を実施

（例）物価高騰、新型コロナ、鳥インフルエンザ等

区分

災害資金

通 常 知事特認

貸付限度額
個人500万円

法人1,000万円
個人1,000万円
法人2,000万円

融資対象額 事業費の80％ 事業費の100％

償還期間
（据置期間）

５年以内（１年以内） ７年以内（２年以内）

利子補給率
(負担割合)

県 1.375％(1/2)
市町1.375％(1/2)

県 1.715％(追加分2/3)
市町1.535％(追加分1/3)

貸付利率 0.5％ 当初３年間無利子
※（ ）書きは災害資金で内数

(3) 美しい村づくり資金による災害支援

〇制度資金全体の融資状況

R1   R2   R3  R4   R5   R6

〇原油価格・物価高騰等に伴う影響に係る緊急対策

区分 R1 R2 R3 R4 R5 R6

件　数 0(0) 44(42) 42(40) 11(11) 1(1) 1(1)

融資額 0(0) 192(187) 264(257) 44(44) 3(3) 3(3)

（単位：件、百万円）
〇年度ごとの融資状況
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３ 県農業信用基金協会の債務保証

区分 一般の事業者 認定農業者

個人 3,000万円 3,600万円

法人 6,000万円 7,200万円

〇無担保・無保証人での保証限度額

４ 農業改良資金の債権管理

〇債権の回収実績及び目標達成率

県農業信用基金協会

・資金融通を円滑にするため、債務保証を行う機関
・返済不能となった貸付金の残債を、農協等の融資機関に対して代位弁済
・求償権を取得後、借受者からの債権回収に努める

借受者

融資機関への借入申込と同時に,
基金協会への債務保証を申込

①保証
料支払

②債務
保証

③貸付

④返済

⑤代位弁
済請求

⑥代位
弁済

⑦求償
権移行

⑧求償権
実行

⑨回収

通常の流れ 事故発生時の流れ

農協等

基金協会からの保証承諾を受け、
無担保・無保証人での貸付実行

〇県農業信用基金協会に対する県の支援

支援の仕組み

①基金協会が積み立てる特別準備金（各制度資金
の保証残高に対して国の会計基準により算出）
に要する金額の2/3を補助（R6実績：83千円）

②出資金：577,140千円（出資比率：4.2％）
③美しい村づくり資金の災害資金（知事特認分）

について損失補償契約を締結し、代位弁済が生
じた場合に、基金協会負担分の９割を県が補償
→国(再保険負担)70％：県27％：基金協会３％

農業者が、県農業信用基金協会の債務保証を利用することで、農協等から無担保・無保証人で融資を受けることを

可能とし、資金の融通を円滑化

平成22年10月まで県が直接貸し付けていた農業改良資金（以降は日本政策金融公庫が貸付）により生じた債権の管

理を実施（対象者８人、R6末未済額35,217千円）

〇債権の回収実績

うち元金 うち違約金 うち元金 うち違約金

R6 1,092千円 910千円 182千円 1,154千円 1,020千円 134千円 106%

年度
回収目標額

（a）

回収額

（b）

回収率

（b/a）
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１ 農業保険の概要

(1) 制度の枠組

農業は自然災害による被害を受けやすく、被災農家の努力だけで損害を回復することが困難であるため、昭和22年、

国は農業保険法を制定し、自然災害等による収量減少等の損失を補てんする農業共済制度を創設

令和元年からは、個別の品目ごとではなく、農業経営全体を対象とするセーフティネットとして収入保険制度を導入

区分 ガバナンス 法令等遵守 加入者保護 引受事務 損害評価 財務管理 事務管理 計

件数 ２ １ ０ ２ ０ １ ０ 6

区分 補償対象 対象事故 対象品目 補償単位 加入資格

農業共済
作物の収量の減少や園芸施設の損壊、
家畜の病気・死亡など

自然災害、火災、
病虫害、鳥獣害等

米、麦、特定の果樹、畑作物、
園芸施設、建物、農機具、家畜

品目ごと
農業共済組合
の組合員

収入保険
農業者の経営努力では避けられない
収入の減少

オールリスクに
対応

原則として全ての農産物
農産物の販
売収入全体

青色申告をし
ている農業者

(2) 実施主体

    県農業共済組合 ※現在、本所、19事務所、７家畜診療所あるが、令和８年４月から６支所に再編

〇R6常例検査の指摘事項

(4) 農業保険の加入推進

県は、農業者のセーフティネットの充実を図るため、農業共済団体運営推進事業（1,950千円）による広報支援や

農業共済組合との意見交換会等を通じて、組合と連携して制度の普及啓発と加入推進を実施

（例）普及指導員による声掛け、県補助事業での加入要件化、行事等での県からの制度説明

(3) 農業共済組合への検査及び指導

県は、農業保険法に基づき農業共済事業等の適正な運営が図られるよう、農業共済組合の業務及び会計の状況につい

て常例検査及び指導を実施
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２ 農業共済制度

   農業共済制度は、自然災害等による農作物の収穫量減少等の損失を補填することにより、農業経営の安定を図り、

農業生産力の発展に資することを目的として、農業保険法に基づき運営されている公的保険制度

(1) 制度の仕組

      ・農業者が共済掛金を出し合って財源を造成し、災害時には

      その財源を活用して被災農業者に共済金を支払う制度で、

      国が掛金の１/２を負担

     ・大災害発生時など多額の共済金が必要となる事態に備えて

  危険分散を図るため、農業共済組合（県段階）及び農林水

  産省（全国段階）の２段階制で運営

  ・県は、適正な制度運営が行われるよう、農業共済組合の指

導・監督を実施

(2) 実施主体

県農業共済組合

(3) 県内で実施している事業の種類

県内では、自然災害による収量減少を対象とする農作物・

果樹・畑作物共済をはじめ、 ６種類の事業を実施

対象品目の追加には、共済が成立する程度の規模のニーズ

と、被害状況を客観的に把握可能であることが必要

スマート農業が進展する中で、農業用ドローン等の任意共

済での引受が今後の課題

事業の種類 対 象

① 農作物共済 水稲・麦

② 果樹共済 梨

③ 畑作物共済 大豆・そば

④ 家畜共済 牛・豚

⑤ 園芸施設共済 園芸施設

⑥ 任意共済 建物・農機具・保管中農作物

〇制度の対象

農

業

者

共済関係

共済掛金

共済金

保険料

保険金

〔組合員〕 〔全国〕〔県域〕

指導・監督

兵庫県

県
農
業
共
済
組
合

農
林
水
産
省

保険関係

〇共済制度の仕組
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(4) 農業共済制度の事業実績（令和６年度）

ア 共済引受状況

・水稲共済は令和元年度から任意加入となり、農業者の高齢化や収入保険への移行等により、引受率が減少

・家畜共済（乳用牛、肉用牛等）は、動物が対象で死亡廃用・疾病傷害のリスクが大きいため、引受率は高い

・園芸施設共済は、気候が温暖な瀬戸内で加入率が低いものの、直近５年間で引受率は21.7ポイント上昇

〇支払共済金の状況（各年度末現在）

〇引受率の状況（R6末現在）

※引受率は、家畜は頭数、園芸施設は戸数、建物は棟数、農機具は台数、その他は面積ベース／下段は、収入保険を加えた農業保険制度全体の加入率

（単位：％）

（単位：百万円）

（単位：千円）〇品目ごとの内訳（R6末現在）

〇R7渇水にかかる水稲共済

の共済金支払（R7.12末現在）

・対象農家数：208戸

・支払共済金：10,815千円

※被害申告のあった作付面積のうち、

干害の面積で按分して算出

区分 水稲 麦 梨 大豆 そば
家畜

（死廃）
家畜

（病傷）
園芸施設 建物 農機具

農業共済引受率 65.2 67.2 33.2 30.2 28.7 73.9 88.4 59.8 73.4 21.5

農業保険加入率 75.8 91.5 58.4 55.2 74.1 － － － － －

区分 R2 R3 R4 R5 R6

支払共済金 2,370 2,577 2,390 1,955 2,125 8.7％増

区分 水稲 麦 梨 大豆 そば
家畜

（死廃）
家畜

（病傷）
園芸施設 建物 農機具

農家掛金 39,651 12,586 894 10,133 298 425,395 361,671 26,808 862,905 119,666

支払共済金 42,029 64,509 2,270 58,449 1,022 697,126 775,882 30,207 364,857 88,470

イ 共済事故の状況

   ・水稲は、病虫害や獣害が発生したものの、全体的には軽微で前年度と同水準

   ・麦は、長雨による土壌湿潤害に加えて赤かび病や獣害により、前年度と比べ6.8倍増加

   ・園芸施設は、降雹による被害、風水害、病虫害の発生により、前年度と比べ3.3倍増加
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(5) 野生動物被害補償事業

  平成14年度から、イノシシ・シカなどの野生動物による農作物

被害による営農意欲の減退を防ぐため、水稲共済を補完する本県

独自の制度を実施

ア 補償内容 収穫量が１割以上減少した場合、水稲共済による

補償に上乗せして最大で１割の減収量を補償

イ 実施主体 県農業共済組合

ウ 掛金の負担区分 県1/2、農協系統1/4、農業者1/4

エ 補償実績 R6年度：4,902千円（R5年度：3,216千円） 

 

《水稲共済事故別損害評価面積割合》 《園芸施設共済事故別共済金支払割合》

風害, 

12.8%
風水害, 

3.2%

雪害, 2.2%

風雪害, 

0.3%雹害, 

76.8%

火災, 1.6%

その他, 3.1%

6,919
9,308

4,629 4,411
6,041

0

5,000

10,000

R2 R3 R4 R5 R6

〇被害面積の推移

〇主な共済の事故別割合

獣害, 

43.3%

虫害, 

32.6%

風水害, 14.4%

病害, 6.6%

干害, 1.4% その他, 1.7%

獣害, 

40.4%

干害, 

26.3%

風水害, 

12.7%

病害, 8.9%

虫害, 7.0% その他, 

4.7%

〔R6〕 〔R6〕〔R7 ※12月末時点〕 〔R7 ※12月末時点〕

共済の事故別割合から、当該年度の農作物被害の傾向が見て取れる

（単位：ａ）

風害, 

76.9%

風水害, 

1.7%

鳥害・獣

害, 4.8%
その他, 

16.6%

〇加入状況及び被害状況

R2 R3 R4 R5 R6

農家数 3,314 3,550 3,621 3,633 3,323

加入面積 225,342 255,167 251,712 268,833 249,398

農家数 274 279 164 129 179

被害面積 6,919 9,308 4,629 4,411 6,041

区　分

加入状況

被害状況

（単位：戸、ａ）
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〇保険料の例

・基準収入：300万円、支払率：９割

・国は、保険料と事務費の1/2、積立金の3/4を負担

→収入が半減（150万円）した場合の保険金：108万円

Ⅲ 農業保険 20

(1) 制度の概要
農業者の経営安定に万全を期す観点から、収入減少のオールリスクに対応する収入保険制度加入を推進

ア 対象者  青色申告をしている農業者（法人・個人）

※青色申告とは、日々の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて確定申告を行うこと（税制優遇あり）

  ただし、類似の収入減少補填制度（ナラシ対策、

  野菜価格安定制度等）との重複加入は不可

イ 補償内容 自然災害による減収に加え、価格低下など農業者

の経営努力では避けられない収入減少を補償

ウ 実施主体 全国農業共済組合連合会（県農業共済組合が保険

料等の徴収、保険金の支払等の業務を受託）

〇収入保険制度の仕組

区分 保険料 事務費 積立金
加入１年目
負担掛金

保険方式と
積立方式併用

32,346円 9,846円 67,500円 109,692円

保険方式のみ 68,927円 9,846円 0円 78,773円

３   収入保険制度

収
入
減
少

基準収入

過去５年間
の平均収入
を基本

規模拡大な
ど保険期間
の営農計画
も考慮して
設定

保険期間の
収入

保険金

積立金又は
保険金

自己責任部分
100％

90％

80％

支払率
（９割を上限として選択）

過去５年間の農業収入

〇収入保険の補償対象

市場価格の下落
自然災害や
鳥獣害等で減収

災害で作付不能
けがや病気で
収穫できない

倉庫の浸水被害 取引先が倒産
盗難や

運搬中の事故
輸出したが
為替変動で大損
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(2) 収入保険制度の事業実績（令和６年度）

ア 加入状況

        ・新規加入127件、継続加入852件の合計979件が加入

          ・加入対象となる青色申告農業者数9,277件に対し、加入率は10.6％（全国平均：28.1％）

   ・経営形態別では、個人817件、法人162件であり、野菜又は水稲を中心に栽培する農業者が約８割

 

イ 加入率が低い理由

・農業所得が生計全体に占める割合が低い農業者（小規模・兼業農家）が多い

青色申告農業者のうち、基準収入100万円未満の割合が44.6％

全国平均：25.5％、青森県（加入率１位）：10.4％

・多品目栽培によるリスク分散できている（大規模な担い手農家）

・他の収入減少補填制度（農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度等）に加入

ウ 保険事故の状況

        ・ 184件、約２億1,700万円の保険金等を支払い

        ・ 支払原因は、高温・長雨等の気象上の原因や農産物の価格低下、病害虫・獣害等による収穫量の減少、加入者

自身のケガや病気による販売金額の減少など

〇収入保険の加入状況（各年度末現在）

〇支払保険金等の状況（各年度末現在）

区分 R4 R5 R6

加入実績（件） 793 910 979

区分 R4 R5 R6

支払件数（件） 118 148 184 24.3%増

支払金額（千円） 331,995 212,023 216,818 2.3％増

〇営農類型別加入状況（R7.7.1現在）

野菜, 

45.9%水稲, 

41.0%

花き, 5.7%

果樹, 4.7% 麦・大豆・

雑穀, 1.3%

その他, 1.4%
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(1) 検査の目的

組合の自主運営を基本としつつ、「合法性」「合理性」

「合目的性」の観点から検査を実施し、業務及び会計の状況

を把握して、組合の適正な事業運営を促進

【根拠法令】 農業協同組合法第94条

森林組合法第111条

水産業協同組合法第123条

１ 検査の概要

(2) 検査体制確保における重点事項

ア 公認会計士の活用

日本公認会計士協会兵庫会から推薦を受けた公認会計士

（２名）による経営分析、決算処理及び部門別損益計算の

適切性の検証等を実施し、対象団体の経営の健全性を確保

イ 検査員の検査能力向上

(ｱ) 国主催の専門研修への参加（組合会計、資産査定、マネー・ローンダリング対策等）

(ｲ) 共済連兵庫県本部等による研修実施（共済制度の基礎、内部けん制の仕組等）

(ｳ) 公認会計士による研修実施（財務会計）

(ｴ) 検査班内での研修実施（初任者研修（農協等概要、検査の基礎）等）

(ｵ) 毎検査前後の課内協議 等

ウ 指導部局との連携

事前事後の情報交換など緊密な連携に基づく、効率的な検査実施及び検査後の指導への反映

《指導部局》農協：農林経済課農協指導班（例：不祥事発生後対応の適切性の検証）、森林組合：林務課

水産業協同組合：水産漁港課（例：法で定める最低組合員数の確保の検証等）

組合別 区分 R６
R７

（計画）
検査の
周期

農業協同組合
(総合農協)

対 象
組合数

14 14 ２年に
１回実 施

組合数
7 7

森林組合

対 象
組合数

17 17 ３年に
１回実 施

組合数
６ ６

水 産 業
協同組合

対 象
組合数

48 48 ４～５年
に１回実 施

組合数
12 11

〇検査の実施状況
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(1) 検査方針
法令等遵守やリスク管理等の態勢を中心に、マネー・ローンダリングなど社会情勢の変化への対応や経済事業におけ

る食の安全・安心などの業務管理について重点的に検査し、団体との双方向の議論を踏まえた深度ある分析を行う
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２ 検査方針及び検査結果

(2) 令和６年度の検査結果（指摘内容）
７農協で140件（対前年度比△19％）、６森林組合で22件（△69％）、12水産業協同組合で115件（△58％）を指摘

社会情勢の変化に伴う新たな観点からの指摘もある中、組合ごとに一定の事務改善が進んでいる

項 目 内 容 件数

経営管理

態 勢

理事会及びコンプライアンス委員会
等運営管理、情報セキュリティ管理
（システム障害対応規程未整備）等

に関する事項

35

法 令 等

遵 守

態 勢

自動車管理、反社会的勢力等排除・
マネロン対応（モニタリング対応遅
れ）、労務管理等に関する事項

20

リ ス ク

管 理

態 勢 等

利用者保護（法令に基づかない個人
情報収集）、貯金事務、共済事業、
現金・金庫室の管理のリスク管理等
に関する事項

51

決算事務

態 勢

固定資産管理、滞留棚卸資産管理、
繰延税金資産等に関する事項

13

業務執行

態 勢

食の安全・安心確保（賞味期限表示
誤り）、購買品管理、組合員組織会
計等に関する事項

21

計 140

項 目 内 容 件数

組織制度

規程等の整備、登記事務、
労働安全衛生・労務管理
（安全点検者の未指名）、
許可申請事務等に関する事
項

10

財務管理

棚卸資産の適正管理、剰余
金処分の適正化、決算関係
書類の記載（任意積立金の
未記載）等に関する事項

11

業務運営 購買品管理に関する事項 1

計 22

項 目 内 容 件数

組織制度

規程等の整備、登記事務、
組合員の資格管理（組合員
資格審査未実施）、総(代)会
及び理事会の運営管理、役
員選挙手続等に関する事項

64

財務管理

預金の適正管理、棚卸資産
の適正計上、業務報告書の
記載（実在庫数量の記載誤
り）、自己資本の充実等に
関する事項

32

業務運営
契約事務（賃貸借契約書額
未更新）、利用事業等に関
する事項

19

計 115

【農業協同組合】            【森林組合】          【水産業協同組合】
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